
令和４年８月３１日 

 保護者 様  

郡山市立富田東小学校長 齋藤 和彦 

児童送迎時の校地利用場所について 

 保護者の皆様には、日頃より学校教育活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。 

 さて、郡山市の小中学校では以前発生した校地内での死亡事故を教訓に、駐車場所と児童の歩行通路を分離す

る取り組みを行っております。本校でもこの取り組みを受け、児童送迎時の乗降場所は児童クラブ前の駐車場に

限定させていただいています。最近、職員駐車場での乗降、児童が職員駐車場を通って登校することが目立つよう

になっています。 

児童の安全確保のためご理解の上、ご確認して対応いただけますよう、ご協力をお願い申し上げます。 

 

＜「登校時」の児童クラブ前車場の車の動きと児童の動き＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 校門や児童昇降口付近、北側駐車場での児童の乗降は、特別な場合を除いて禁止させていただい

ております。 

 

児童クラブ１ 

児童クラブ２ 
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駐車して保護者が車を離れる場合は、トイレ付

近に駐車してください。必ず、児童の手を引い

て歩いてください。 
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児童はこの通路を通って校舎へ 

職員駐車場は進入禁止です 

こちらに入って児童を送迎

することはおやめください 

保護者が車から降りずに、児童

だけ降車する場合はここで。 

後から来る方の通行の妨げにな

りますので、この辺りには長く駐

車しないでください。 


